
秋田市市税条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。

令和８年３月31日

秋田市長 沼 谷 純

秋田市規則第42号

秋田市市税条例施行規則の一部を改正する規則

秋田市市税条例施行規則（平成10年秋田市規則第９号）の一部を次のよ

うに改正する。

第17条中「、第70条の６」を削る。

別表17の項中「軽自動車税（種別割）納税通知書」を「軽自動車税納税

通知書」に改める。

附 則

（施行期日）

１ この規則は、令和８年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ 改正後の秋田市市税条例施行規則別表17の項の規定は、令和８年度以

後の年度分の軽自動車税について適用し、令和７年度分までの軽自動車

税の種別割については、なお従前の例による。


